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議 案 第 109 号 

 訴訟の提起について（港湾局及び契約管財局関係） 

次のとおり損害賠償請求事件の控訴を提起する。 

 

当 事 者 及 び 事 件 名 事 件 概 要 

１ 控 訴 人 大 阪 市 

被控訴人 旭建設工業   

     株式会社 

２ 大 阪 高 等 裁 判 所 

損害賠償請求控訴事件 

 

 

本市は、被控訴人との間で締結した此花区北港入堀南

岸堤防補修工事（以下「本件工事」という。）の請負契

約（以下「本件契約」という。）について、本件工事の

安全性を考慮した施工方法等を検討する必要が生じたた

め、被控訴人に対し、本件工事を一時中止する旨の指示

をした上で、本件工事の施工方法及び工期並びに本件契

約に係る請負代金の変更について被控訴人に通知をした

ところ、被控訴人が本市による本件契約の一方的な変更

には応じられない等として本件工事を再開しなかったた

め、本件契約の解除（以下「本件解除」という。）をし

た。これにより、本件契約に基づき本市が被控訴人に支

払った前払金のうち請負代金の変更により過払となった

部分に係る返還請求権及び違約金請求権が生じたため、

本市は、これらを自働債権とし、本件契約とは別に本市

が被控訴人との間で締結した請負契約（以下「別件請負

契約」という。）に基づき被控訴人が本市に対して有し

ていた請負代金に係る債権を受働債権として相殺（以下

「本件相殺」という。）をするとともに、本件解除を理

由に被控訴人について本市が発注する公共工事の入札に

係る指名を平成 24年１月 20日から２年間停止する措置

（以下「本件指名停止措置」という。）を行った。 

 被控訴人は、本件解除には理由がなく無効であるた

め、本市には正当な理由なく本件契約の履行を拒否した

債務不履行があること、本件相殺は無効であること、本

件指名停止措置は違法であること等を理由として、本市

に対し、本件契約の債務不履行による損害賠償として金

17,737,096円、本件自働債権が存在せず本件相殺が無効

であることにより未払となっている別件請負契約に基づ

く請負代金として金39,621,500円、本件指名停止措置が

違法であることによる損害賠償として金50,219,789円及

び弁護士費用相当損害金として金10,757,838円の合計金

118,336,223円並びにこれに対する遅延損害金の支払等

を求めていた訴訟において、平成31年３月７日に本市に

対し金25,992,603円及びこれに対する遅延損害金の支払

を命じる判決があり、同判決に不服があるので控訴を提

起するもの 
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平成31年３月13日提出 

大阪市長  吉  村  洋  文   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

損害賠償請求事件の控訴を提起するため、この案を提出する次第である。 


